
通
勤
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

坂

田

千

代

子

通
勤
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

通
勤
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
規
則
六
―
一
七
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
項
第
一
号
中
「
通
用
期
間
が
」
を
「
通
用
期
間
を
」
に
、
「
で
あ
る
」
を
「
と
同
じ
く
す

る
」
に
、
「
交
替
制
勤
務
に
」
を
「
一
般
職
員
給
与
条
例
第
八
条
の
三
第
一
項
、
学
校
職
員
給
与
条
例
第

十
一
条
の
三
第
一
項
又
は
警
察
職
員
給
与
条
例
第
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
在
宅
勤
務
等
手
当

を
支
給
さ
れ
る
職
員
、
交
替
制
勤
務
に
」
に
、
「
平
均
一
箇
月
当
た
り
の
通
勤
所
要
回
数
」
を
「
一
箇
月

当
た
り
の
平
均
通
勤
所
要
回
数
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
平
均
一
箇
月
当
た
り
の
通
勤
所
要
回
数
分

」
を
「
一
箇
月
当
た
り
の
平
均
通
勤
所
要
回
数
分
」
に
改
め
る
。

第
八
条
の
二
中
「
含
む
」
を
「
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
」
に
、
「
平
均
一
箇
月
当
た
り
の
通
勤
所

要
回
数
」
を
「
一
箇
月
当
た
り
の
平
均
通
勤
所
要
回
数
」
に
改
め
、
「
と
し
、
条
例
第
八
条
第
二
項
第
二

号
等
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
割
合
は
、
百
分
の
五
十
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

条
例
第
八
条
第
二
項
第
二
号
等
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
割
合
は
、
百
分
の
五
十
と
す
る
。

第
十
三
条
第
三
項
中
「
平
均
一
箇
月
当
た
り
の
通
勤
所
要
回
数
分
」
を
「
一
箇
月
当
た
り
の
平
均
通
勤

所
要
回
数
分
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
中
「
条
例
第
八
条
第
四
項
等
」
を
「
一
般
職
員
給
与
条
例
第
八
条
第
四
項
、
学
校
職
員
給
与

条
例
第
十
一
条
第
四
項
及
び
警
察
職
員
給
与
条
例
第
十
三
条
第
四
項
（
以
下
「
条
例
第
八
条
第
四
項
等
」

と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
五
条

条
例
第
八
条
第
四
項
等
の
任
用
の
事
情
等
を
考
慮
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は

、
次
に
掲
げ
る
職
員
で
、
特
別
急
行
列
車
等
を
利
用
し
な
け
れ
ば
通
勤
す
る
こ
と
が
人
事
委
員
会
の
定

め
る
基
準
に
照
ら
し
て
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
（
特
別
急
行
列
車
等
の
利
用
に
よ
り
通
勤
事

情
の
改
善
が
認
め
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

一

新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
つ
た
者
（
人
事
交
流
等
に
よ
り
給
料
表
の
適
用
を
受

け
る
職
員
と
な
つ
た
者
（
次
号
に
お
い
て
「
人
事
交
流
等
職
員
」
と
い
う
。
）
を
除
き
、
法
第
二
十

二
条
の
四
第
一
項
又
は
公
益
的
法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
適

用
の
直
前
の
住
居
と
所
在
す
る
地
域
を
異
に
す
る
公
署
に
在
勤
す
る
こ
と
と
な
つ
た
者
に
限
る
。
）

二

人
事
交
流
等
職
員
の
う
ち
、
当
該
適
用
の
直
前
の
勤
務
地
と
所
在
す
る
地
域
を
異
に
す
る
公
署
に

在
勤
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
に
伴
い
、
通
勤
の
実
情
に
変
更
を
生
ず
る
職
員

第
十
六
条
第
一
号
中
「
当
該
事
由
の
発
生
に
伴
い
、
当
該
事
由
の
発
生
の
日
以
後
に
転
居
す
る
場
合
に

お
い
て
、
特
別
急
行
列
車
等
を
通
勤
の
た
め
利
用
す
る
経
路
に
変
更
が
生
じ
な
い
と
き
の
当
該
転
居
後
の

住
居
及
び
人
事
委
員
会
が
こ
れ
に
準
ず
る
と
認
め
る
住
居
」
を
「
特
定
住
居
」
に
改
め
、
同
号
中
イ
を
削

り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ

職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
年
徳
島
県
条
例
第
十
八
号
）
第
二
条
第
一
号
の
規
定

に
よ
る
休
職
か
ら
復
職
し
た
こ
と
。

第
十
六
条
第
一
号
ハ
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
住
居
か
ら
」
を
「
住
居
（
特
定
住
居
を
含
む
。
）
か

ら
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。



２

前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
お
い
て
「
特
定
住
居
」
と
は
、
同
項
第
一
号
イ
若
し
く
は
ロ
に
掲
げ
る

事
由
の
発
生
又
は
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
転
居
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
事
由
の
発
生
等
」
と
い

う
。
）
の
日
以
後
に
転
居
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
事
由
の
発
生
等
の
日
以
後
の
転
居
後
の
住
居
（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
転
居
後
の
住
居
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一

通
勤
の
た
め
に
利
用
す
る
特
別
急
行
列
車
等
に
係
る
経
路
に
変
更
が
生
じ
な
い
と
き
の
当
該
転
居

後
の
住
居

二

前
号
に
掲
げ
る
住
居
の
ほ
か
、
人
事
委
員
会
が
こ
れ
に
準
ず
る
住
居
で
あ
る
と
認
め
る
も
の

第
十
六
条
の
二
第
三
項
中
「
離
職
し
」
を
「
離
職
（
職
員
が
離
職
の
日
又
は
そ
の
翌
日
（
当
該
翌
日
が

県
の
休
日
（
徳
島
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
徳
島
県
条
例
第
三
号
）
第
一
条
第
一
項
各
号
に

掲
げ
る
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
当
た
る
と
き
は
、
当
該
翌
日
後
に
お
い
て
当
該
翌
日
に
最
も
近
い

県
の
休
日
で
な
い
日
を
含
む
。
）
に
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
場
合
の
離
職
を
除
く

。
以
下
同
じ
。
）
を
し
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
第
一
項
中
「
離
職
し
」
を
「
離
職
を
し
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
離
職
し
」
を
「
離
職
を
し
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
（
昭
和

四
十
年
徳
島
県
条
例
第
十
八
号
）
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
八
条
第
一
項
第
一
号
の
改
正
規
定
（
「
交
替

制
勤
務
に
」
を
「
一
般
職
員
給
与
条
例
第
八
条
の
三
第
一
項
、
学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
一
条
の
三
第
一

項
又
は
警
察
職
員
給
与
条
例
第
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
在
宅
勤
務
等
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職

員
、
交
替
制
勤
務
に
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


